
以下、行政手続法、国家公務員法に抵触するものと思われます。

行政手続法

第一章　総則

（目的等）

第一条　この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関

し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性（行政上の

意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条

において同じ。）の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

２　処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定

する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

（審査基準）

第五条　行政庁は、審査基準を定めるものとする。

２　行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的

なものとしなければならない。

３　行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機

関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければな

らない。

（申請に対する審査、応答）

第七条　行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始

しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が

添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令

に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした

者（以下「申請者」という。）に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該

申請により求められた許認可等を拒否しなければならない

（理由の提示）

第八条　行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に

対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可

等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定めら

れている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類

その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば

足りる。

２　前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければな

らない。

（情報の提供）

第九条　行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に

対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

２　行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に

関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

（公聴会の開催等）

第十条　行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが

当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会



の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努め

なければならない。

（不利益処分の理由の提示）

第十四条　行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利

益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し

迫った必要がある場合は、この限りでない。

２　行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったとき

その他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間

内に、同項の理由を示さなければならない。

３　不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

国家公務員法

第一章　総則

（この法律の目的及び効力）

第一条　この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準（職員の福祉

及び利益を保護するための適切な措置を含む。）を確立し、職員がその職務の遂行に当り、

最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定

め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。

第七節　服務

（服務の根本基準）

第九十六条　すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、

職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

②　前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法

に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止）

第九十八条　職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命

令に忠実に従わなければならない。

②　職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為

をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、この

ような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならな

い。

（信用失墜行為の禁止）

第九十九条　職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為を

してはならない。

（職務に専念する義務）

第百一条　職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注

意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事

しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはなら

ない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。


